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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の心線を有する鋼心部と、
　前記鋼心部の外側に複数のアルミニウム素線が撚り合わされて設けられる外部撚線部と
、
　を有する送電線であって、
　前記複数の心線のそれぞれは、
　鋼線部と、
　前記鋼線部の外周を被覆するように設けられ、０．３質量％以上１．０質量％以下のマ
ンガンを含有し、残部がアルミニウムおよび不可避不純物からなり、０．０８ｍｍ以上の
厚さを有する被覆部と、
　を有し、
　前記心線の引張強さは、１５７０ＭＰａ以上であり、
　前記複数のアルミニウム素線のそれぞれは、マグネシウムおよびシリコンを含有し、残
部がアルミニウムおよび不可避不純物からなり、
　前記アルミニウム素線の導電率は、５２％ＩＡＣＳ以上であり、
　前記アルミニウム素線の引張強さは、３２４ＭＰａ超であり、
　前記送電線の電気抵抗は、０．０７Ω／ｋｍ以下であり、
　前記送電線の引張荷重は、４５０ｋＮ以上である
送電線。
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【請求項２】
　前記送電線の常時９０℃のときの電流容量は、９００Ａ以上であり、
　前記送電線の常時１００℃のときの電流容量は、１０００Ａ以上である
請求項１に記載の送電線。
【請求項３】
　前記複数の心線の平均引張強さは、１６３４ＭＰａ以上である
請求項１又は２に記載の送電線。
【請求項４】
　前記心線の引張強さは、１７７０ＭＰａ以上である
請求項１～３のいずれか１項に記載の送電線。
【請求項５】
　前記鋼線部は、０．７質量％以上０．９質量％以下の炭素を含み、残部鉄および不可避
不純物からなる
請求項１～４のいずれか１項に記載の送電線。
【請求項６】
　前記アルミニウム素線の伸びは、３．０％超である請求項１～５のいずれか１項に記載
の送電線。
【請求項７】
　前記複数の心線は、グリスを介さずに互いに直接接している請求項１～６のいずれか１
項に記載の送電線。
【請求項８】
　前記外部撚線部は、
　前記鋼心部の外側に複数の第１アルミニウム素線が撚り合わされて設けられる第１外部
撚線層と、
　前記第１外部撚線層の外側に複数の第２アルミニウム素線が撚り合わされて設けられる
第２外部撚線層と、
　を有し、
　前記第１外部撚線層の前記複数の第１アルミニウム素線のそれぞれは、径方向に沿った
側面を有し、
　前記複数の第１アルミニウム素線は、周方向に互いに前記側面で接する請求項１～７の
いずれか１項に記載の送電線。
【請求項９】
　複数の心線を形成する工程と、
　複数のアルミニウム素線を形成する工程と、
　前記複数の心線を有する鋼心部を形成する工程と、
　前記鋼心部の外側に前記複数のアルミニウム素線を撚り合わせ、外部撚線部を形成する
工程と、
　を有する送電線の製造方法であって、
　前記複数の心線を形成する工程は、
　鋼線部の外周を被覆するように、０．３質量％以上１．０質量％以下のマンガンを含有
し、残部がアルミニウムおよび不可避不純物からなり、０．０８ｍｍ以上の厚さを有する
被覆部を形成する工程を有し、
　該複数の心線を形成する工程では、
　前記心線の引張強さを、１５７０ＭＰａ以上とし、
　前記複数のアルミニウム素線を形成する工程では、
　マグネシウムおよびシリコンを含有し、残部がアルミニウムおよび不可避不純物からな
る前記アルミニウム素線を形成し、
　前記アルミニウム素線の導電率を、５２％ＩＡＣＳ以上とし、
　前記アルミニウム素線の引張強さを、３２４ＭＰａ超とし、
　前記送電線が製造されたときに、
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　前記送電線の電気抵抗を、０．０７Ω／ｋｍ以下とし、
　前記送電線の引張荷重を、４５０ｋＮ以上とする
送電線の製造方法。
【請求項１０】
　前記アルミニウム素線を形成する工程は、
　前記アルミニウム素線を伸線した後に、前記アルミニウム素線に対して、１４０℃以上
１６０℃以下の温度で１０時間以上１５時間以下の条件で熱処理を行う時効工程を有する
請求項９に記載の送電線の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、送電線および送電線の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　海峡横断や河川横断などで使用される架空送電線の径間長は、１０００ｍ以上となるこ
とがある。径間長が１０００ｍ以上となる海峡横断や河川横断のためにＡＣＳＲ（鋼心ア
ルミ撚り線）系の送電線を適用する場合、送電線と線下を通過する貨物船などとの間隔を
充分に確保するため、送電線の引張荷重を大きくし、高い張力で送電線を架線することが
必要となる。
【０００３】
　例えば、電流を流す導体部分を担うアルミニウム素線として、引張強さが１６０ＭＰａ
（１６．３ｋｇｆ／ｍｍ２）程度である硬アルミを用いたＡＣＳＲでは、送電線の引張荷
重が小さいことから、架線張力を大きくすることができず、送電線の弛度（弛み）が増大
し、送電線と線下を通過する貨物船などとの間隔を充分に確保することができない場合が
ある。
【０００４】
　そこで、海峡横断および河川横断で使用される送電線におけるアルミニウム素線として
は、高力系のアルミニウム合金が使用されている。高力系のアルミニウムとしては、アル
ミニウム－マグネシウム－シリコン（Ａｌ－Ｍｇ－Ｓｉ）系のイ号アルミ（ＩＡＬ）、ア
ルミニウム－ジルコニウム－鉄－銅（Ａｌ－Ｚｒ－Ｆｅ－Ｃｕ）系の高力アルミ（ＫＡＬ
）などがある。イ号アルミ（ＩＡＬ）の引張強さは３０９ＭＰａ（３１．５ｋｇ／ｍｍ２

）、伸びは３～４％、導電率は５２％ＩＡＣＳであり、高力アルミ（ＫＡＬ）の引張強さ
は２２６～２５５ＭＰａ（２３．０～２６．０ｋｇ／ｍｍ２）、伸びは１．３～２．０％
、導電率は５８％ＩＡＣＳである。なお、導電率の単位「％ＩＡＣＳ」とは、国際標準軟
銅（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ａｎｎｅａｌｅｄ　Ｃｏｐｐｅｒ　Ｓｔａｎｄａｒｄ
）の導電率を１００％としたときの導電率の比率である。
【０００５】
　近年では、海峡横断および河川横断用に開発された特殊なアルミニウム合金として、Ａ
ｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系のＳＩ３３アルミニウム合金が使用されている。ＳＩ３３の引張強さは
２９４～３３３ＭＰａ（３０～３４ｋｇ／ｍｍ２）、伸びは３．０％、導電率は５４％Ｉ
ＡＣＳである。
【０００６】
　その他、様々なアルミニウム合金や送電線（鋼心アルミ撚り線）が提案されている（例
えば、特許文献１～５）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００４－２７２９４号公報
【特許文献２】特開２００４－３２７２５４号公報
【特許文献３】特開２００５－２０３１２７号公報
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【特許文献４】特開２００６－２２２０２１号公報
【特許文献５】特許第５０１４８８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　このような海峡横断および河川横断で使用される送電線において、アルミニウム素線と
して用いられるアルミニウム合金では、製造条件を調整した場合に、導電性を改善すると
引張強さが低下する一方で、引張強さを改善すると導電性が低下するという傾向がある。
このため、海峡横断および河川横断で使用される送電線では、従来のＳＩ３３アルミニウ
ム合金を用いた長径間送電線と比較して、電流容量特性を同等以上としつつ、引張強度特
性を向上させることが困難となっていた。
【０００９】
　本発明の目的は、従来の長径間送電線と比較して、電流容量特性を同等以上としつつ、
引張強度特性を向上させた送電線および送電線の製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一態様によれば、
　鋼心部と、
　前記鋼心部の外側に複数のアルミニウム素線が撚り合わされて設けられる外部撚線部と
、
　を有し、
　前記アルミニウム素線は、マグネシウムおよびシリコンを含有し、残部がアルミニウム
および不可避不純物からなり、
　前記アルミニウム素線の導電率は、５２％ＩＡＣＳ以上であり、
　前記アルミニウム素線の引張強さは、３２４ＭＰａ超である送電線が提供される。
【００１１】
　本発明の他の態様によれば、
　上記態様に記載の送電線の製造方法であって、
　前記アルミニウム素線を形成する工程は、
　前記アルミニウム素線を伸線した後に、前記アルミニウム素線に対して、１４０℃以上
１６０℃以下の温度で１０時間以上１５時間以下の条件で熱処理を行う時効工程を有する
送電線の製造方法が提供される。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、従来の長径間送電線と比較して、電流容量特性を同等以上としつつ、
引張強度特性を向上させた送電線および送電線の製造方法が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１実施形態に係る送電線の軸方向と直交する断面図である。
【図２】本発明の第２実施形態に係る送電線の軸方向と直交する断面図である。
【図３】比較例に係る送電線の軸方向と直交する断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
＜本発明の第１実施形態＞
（１）送電線の構造
　本発明の一実施形態に係る送電線について、図１を用いて説明する。図１は、本実施形
態に係る送電線１０の軸方向と直交する断面図である。
【００１５】
　本実施形態に係る送電線（架空送電線）１０は、海峡横断および河川横断などの長径間
の横断で使用されるよう構成されている。本実施形態の送電線１０は、特にアルミニウム
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素線３００が所定の導電性および引張強さを有することにより、従来の長径間送電線の電
流容量特性と同等以上の電流容量特性と、従来の長径間送電線の引張強度特性よりも大き
い引張強度特性とを有している。また、本実施形態の鋼心部２００は、高強度と耐食性と
を兼ね備えている。以下、詳細を説明する。
【００１６】
　なお、以下において、送電線１０の「軸方向」とは送電線１０の長手方向をいい、送電
線１０の「径方向」とは送電線１０の軸方向に垂直な方向、すなわち送電線１０の短手方
向をいい、送電線１０の「周方向」とは送電線１０の外周に沿った方向のことをいう。
【００１７】
（鋼心部）
　図１に示されているように、送電線１０の中心には、架線時に送電線１０の張力を負担
するテンションメンバとして機能する鋼心部２００が設けられている。鋼心部２００は、
軸方向に延在して設けられている。鋼心部２００は、複数の心線１００が撚り合わせられ
ることにより構成されており、例えば、中心に設けられ１本の心線１００により構成され
る第１鋼心層２１０と、第１鋼心層２１０の外周を覆うように６本の心線１００が撚り合
わされて設けられる第２鋼心層２２０と、第２鋼心層２２０の外周を覆うように１２本の
心線１００が撚り合わされて設けられる第３鋼心層２３０と、を有している。
【００１８】
　鋼心部２００のそれぞれの心線１００は、中心に鋼線部１２０を有している。鋼線部１
２０は、例えば、鋼により構成されている。具体的には、鋼線部１２０は、０．７質量％
以上０．９質量％以下の炭素（Ｃ）を含み、残部鉄（Ｆｅ）および不可避不純物からなっ
ている。また、心線１００には、鋼線部１２０の外周を被覆するように、被覆部１４０が
設けられている。本実施形態では、被覆部１４０は、マンガン（Ｍｎ）を含有し、残部が
Ａｌおよび不可避不純物からなっている。被覆部１４０がＭｎを含有することにより、Ａ
ｌ－Ｍｎ系の金属間化合物が形成され、腐食性の不可避不純物の介在粒子（Ｆｅ等）と結
合する。これにより、腐食性の不可避不純物による腐食作用が打ち消され、鋼心部２００
の耐食性を向上させることができる。
【００１９】
　被覆部１４０のＭｎの含有量は、例えば、０．３質量％以上１．０質量％以下である。
被覆部１４０のＭｎの含有量が０．３質量％未満であると、Ａｌ－Ｍｎ系の金属間化合物
が充分に形成されない可能性がある。これに対して、被覆部１４０のＭｎの含有量が０．
３質量％以上であることにより、Ａｌ－Ｍｎ系の金属間化合物が形成され、鋼心部２００
の耐食性を向上させる効果を発現させることができる。一方、被覆部１４０のＭｎの含有
量が１．０質量％超であると、心線１００の加工が困難となるとともに、加工の際に心線
１００の表面に微細な欠陥が生じ易くなる可能性がある。これに対して、被覆部１４０の
Ｍｎの含有量が１．０質量％以下であることにより、心線１００を容易に加工することが
できる。
【００２０】
　なお、心線１００の断面積に対する被覆部１４０の断面積の比率は、例えば、１３％以
上である。
【００２１】
　本実施形態の心線１００において、ＪＩＳ　Ｃ３００２に準拠した引張強さは、従来の
長径間送電線で用いられる特強亜鉛めっき鋼線の引張強さ（１７７０ＭＰａ）と同等以上
となっており、例えば、１７７０ＭＰａ以上である。なお、心線１００の引張強さの上限
値については、特に限定されないが、例えば、２０００ＭＰａ以下程度である。
【００２２】
　本実施形態の心線１００において、ＪＩＳ　Ｃ３００２に準拠した伸びは、例えば、１
．５％以上である。心線１００の伸びが１．５％以上であることにより、送電線１０に着
雪した場合などに、送電線１０が破断することを抑制することができる。なお、心線１０
０の伸びの上限値については、特に限定されないが、例えば、１０％以下である。
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【００２３】
　本実施形態の心線１００において、ＪＩＳ　Ｃ３００２に準拠した導電率は、例えば、
１１．５％ＩＡＣＳ以上である。なお、鋼線部を電気用アルミで被覆した場合の導電率は
１４％ＩＡＣＳ以上である。本実施形態の心線１００の導電率の下限値（１１．５％ＩＡ
ＣＳ）は、鋼線部を電気用アルミで被覆した場合の導電率の下限値（１４％ＩＡＣＳ）よ
りも低い。本実施形態のＡｌ－Ｍｎ系の被覆部１４０の導電率が、電気用アルミの導電率
（６１％ＩＡＣＳ）よりも低いからである。なお、本実施形態の心線１００の導電率の下
限値が鋼線部を電気用アルミで被覆した場合の導電率の下限値よりも低くなっているが、
本実施形態の心線１００の導電率は、心線の導電率として実用上充分な値となっている。
また、心線１００の被覆部１４０の厚さを調整すれば、本実施形態の心線１００の導電率
を、鋼線部を電気用アルミで被覆した場合の導電率と同等とすることも可能である。一方
、本実施形態の心線１００の導電率の上限値については、特に限定されないが、例えば、
２０％ＩＡＣＳ以下である。
【００２４】
　以上のように、Ａｌ－Ｍｎ系の合金からなる被覆部１４０を有し、上記のような特性を
有する心線１００を、「特強耐食アルミ覆鋼線（特強耐食ＡＣ線）」と呼ぶ。
【００２５】
　本実施形態では、鋼心部２００の心線１００における被覆部１４０がＭｎを含有し、心
線１００の耐食性が向上していることにより、鋼心部２００には、例えば防食用のグリス
が充填（塗布）されていない。言い換えれば、鋼心部２００の心線１００は、グリスを介
さずに互いに直接接している。
【００２６】
（外部撚線層）
　鋼心部２００の外側には、複数のアルミニウム素線３００が撚り合わせられることによ
り外部撚線部４００が設けられている。外部撚線部４００は、送電時に主に電流を流す導
体部分として構成されている。本実施形態では、外部撚線部４００は、例えば、鋼心部２
００の外周を覆うように１８本のアルミニウム素線３００が撚り合わされて設けられる第
１外部撚線層４１０と、第１外部撚線層４１０の外周を覆うように２４本のアルミニウム
素線３００が撚り合わされて設けられる第２外部撚線層４２０と、を有している。また、
本実施形態では、第１外部撚線層４１０および第２外部撚線層４２０の両方において、ア
ルミニウム素線３００の断面は、円形となっている。
【００２７】
　外部撚線部４００を構成する複数のアルミニウム素線３００のそれぞれは、例えば、Ａ
ｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系のアルミニウム合金により構成されている。アルミニウム素線３００中
のＭｇやＳｉが例えばＭｇ2Ｓｉとして析出することにより、アルミニウム素線３００の
引張強さが向上する。
【００２８】
　アルミニウム素線３００のＭｇの含有量は、例えば、０．４質量％以上０．６質量％以
下であり、アルミニウム素線３００のＳｉの含有量は、例えば、０．４質量％以上０．６
質量％以下である。アルミニウム素線３００のＭｇの含有量が０．４質量％未満であり、
Ｓｉの含有量が０．４質量％未満であると、Ｍｇ２Ｓｉが充分に析出されず、アルミニウ
ム素線３００の引張強さを向上させる効果が発現しない可能性がある。これに対して、ア
ルミニウム素線３００のＭｇの含有量が０．４質量％以上であり、Ｓｉの含有量が０．４
質量％以上であることにより、所定量のＭｇ２Ｓｉを析出させ、アルミニウム素線３００
の引張強さを向上させる効果を発現させることができる。一方、アルミニウム素線３００
のＭｇの含有量が０．６質量％超であり、Ｓｉの含有量が０．６質量％超であると、Ｍｇ

２Ｓｉの析出物のサイズが大きくなりすぎて、引張強さが低下する可能性がある。これに
対して、アルミニウム素線３００のＭｇの含有量が０．６質量％以下であり、Ｓｉの含有
量が０．６質量％以下であることにより、Ｍｇ２Ｓｉの析出物のサイズが大きくなりすぎ
ることを抑制し、引張強さが低下することを抑制することができる。
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【００２９】
　本実施形態のアルミニウム素線３００は、製造工程のうち時効工程の処理条件を調整す
ることにより、以下のような特性を有している。
【００３０】
　本実施形態のアルミニウム素線３００において、ＪＩＳ　Ｃ３００２に準拠した引張強
さは、従来の長径間送電線で用いられるＳＩ３３アルミ合金の引張強さ（３２４ＭＰａ）
より大きくなっており、好ましくは、例えば、３５０ＭＰａ以上である。なお、アルミニ
ウム素線３００の引張強さの上限値については、特に限定されないが、例えば、３６５Ｍ
Ｐａ以下である。
【００３１】
　本実施形態のアルミニウム素線３００において、ＪＩＳ　Ｃ３００２に準拠した伸びは
、従来の長径間送電線で用いられるＳＩ３３アルミ合金の伸び（３％）より大きくなって
おり、好ましくは、例えば、４％以上である。アルミニウム素線３００の伸びが３％超で
あることにより、送電線１０に着雪した場合などに、送電線１０が破断することを抑制す
ることができる。なお、アルミニウム素線３００の伸びの上限値については、特に限定さ
れないが、例えば、７％以下である。
【００３２】
　本実施形態のアルミニウム素線３００において、ＪＩＳ　Ｃ３００２に準拠した導電率
は、従来の長径間送電線で用いられるＳＩ３３アルミ合金の導電率（５４％ＩＡＣＳ）と
ほぼ同等となっており、例えば、５２％ＩＡＣＳ以上であり、好ましくは、例えば、５３
％ＩＡＣＳ以上である。
【００３３】
　以上のように、Ａｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系のアルミニウム合金からなり、上記のような特性を
有するアルミニウム素線３００を、「特別強力イ号アルミ合金線」と呼ぶ。
【００３４】
　本実施形態では、上述のように、鋼心部２００の心線１００における被覆部１４０がＭ
ｎを含有し、心線１００の耐食性が向上していることにより、外部撚線部４００において
も、防食用のグリスが充填（塗布）されていない。言い換えれば、外部撚線部４００のア
ルミニウム素線３００は、グリスを介さずに互いに直接接している。
【００３５】
（送電線の特性）
　送電線１０の公称断面積（アルミニウム素線３００の合計断面積）は、例えば、４００
ｍｍ２以上５００ｍｍ２以下であり、本実施形態では、例えば、４５０ｍｍ２である。ま
た、送電線１０の外径（直径）は、例えば、２５ｍｍ以上６０ｍｍであり、本実施形態で
は、例えば、３３．３ｍｍである。
【００３６】
　本実施形態において、上記のような構成を有する送電線１０は、以下のような特性を有
している。
【００３７】
　本実施形態の送電線１０において、ＪＩＳ　Ｃ３００２に準拠した（最大）引張荷重は
、従来の長径間送電線（ＳＩ３３ＡＣＳＲ／ＥＳＴ）の引張荷重（４５６．９ｋＮ）と同
等以上となっており、例えば、４５０ｋＮ以上である。なお、送電線１０の引張荷重の上
限値については、特に限定されないが、例えば、８５０ｋＮ以下である。
【００３８】
　本実施形態の送電線１０において、ＪＩＳ　Ｃ３００２に準拠した単位長さ当たりの電
気抵抗は、従来の長径間送電線（ＳＩ３３ＡＣＳＲ／ＥＳＴ）の電気抵抗（０．０７２６
Ω／ｋｍ）以下となっており、例えば、０．０７Ω／ｋｍ以下である。本実施形態では、
鋼心部２００の心線１００が亜鉛めっき鋼線ではなく、被覆部１４０がＡｌ合金からなる
特強耐食アルミ覆鋼線であり、被覆部１４０にも送電時の電流が流れるため、本実施形態
の送電線１０における電気抵抗は、従来の長径間送電線の電気抵抗以下となっている。な
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お、送電線１０の単位長さ当たりの電気抵抗の下限値については、特に限定されないが、
例えば、０．０２Ω／ｋｍ以上である。
【００３９】
　本実施形態の送電線１０において、電流容量は、従来の長径間送電線（ＳＩ３３ＡＣＳ
Ｒ／ＥＳＴ）の電流容量と同等以上となっている。例えば、送電線１０の常時９０℃のと
きの電流容量は、９００Ａ以上であり、常時１００℃のときの電流容量は、１０００Ａ以
上である。本実施形態では、上述のように、鋼心部２００の心線１００が亜鉛めっき鋼線
ではなく、被覆部１４０がＡｌ合金からなる特強耐食アルミ覆鋼線であり、被覆部１４０
にも送電時の電流が流れるため、本実施形態の送電線１０における電流容量は、従来の長
径間送電線の電流容量と同等以上となっている。なお、送電線１０の常時９０℃のときの
電流容量の上限値、常時１００℃のときの電流容量の上限値については、特に限定されな
いが、例えば、それぞれ、３０００Ａ以下、３５００Ａ以下である。
【００４０】
（２）送電線の製造方法
　次に、本実施形態に係る送電線１０の製造方法について説明する。
【００４１】
（心線形成工程）
　まず、以下のようにして、心線１００を形成する。
【００４２】
　所定の純度を有するアルミニウム地金に、所定の含有量でＭｎを添加したアルミニウム
合金の溶湯を鋳造して、鋳塊（鋳造材）を形成する。次に、鋳塊を熱間圧延することによ
り、所定のアルミニウム合金からなる荒引き線（熱間圧延材）を形成する。次に、熱間押
出法によって、荒引き線を用いて、鋼からなる鋼線部１２０にアルミニウム合金を被覆す
ることにより、複合線材を形成する。得られた複合線材を単頭伸線機によって冷間伸線す
ることにより、所定の直径を有し鋼線部１２０および被覆部１４０を有する心線１００（
アルミ覆鋼線）を形成する。
【００４３】
（アルミニウム素線形成工程）
　また、以下のようにして、アルミニウム素線３００を形成する。
【００４４】
　所定の純度を有するアルミニウム地金に、所定の含有量でＭｇおよびＳｉを添加したア
ルミニウム合金の溶湯を鋳造して、鋳塊（鋳造材）を形成する。次に、鋳塊を熱間圧延す
ることにより、所定のアルミニウム合金からなる荒引き線（熱間圧延材）を形成する。次
に、荒引き線に対して、４００℃以上６００℃以下（例えば５００℃）の温度で１時間以
上１０時間以下の条件で加熱を行った後、水冷による溶体化処理を施す。これにより、Ｍ
ｇおよびＳｉなどの添加物をＡｌ結晶中に充分に固溶させる。次に、荒引き線を単頭伸線
機によって冷間伸線することにより、所定の直径を有するアルミニウム素線３００を形成
する。
【００４５】
　次に、伸線したアルミニウム素線３００に対して、１４０℃以上１６０℃以下の温度で
１０時間以上１５時間以下の条件で熱処理（時効処理）を行う（時効工程）。従来では、
時効工程の温度が１６０℃以上１８０℃以下であり、時効工程の時間が１時間以上１０時
間以下であったのに対して、本実施形態では、時効工程の温度が低く、時効工程の時間が
長い。低い温度で長い時間をかけて時効工程を行うことにより、アルミニウム素線３００
の導電率を向上させることができるとともに、過度にＭｇ２Ｓｉが析出することを抑制し
、引張強さが低下することを抑制することができる。
【００４６】
　詳細には、時効工程の温度に対して、アルミニウム素線３００の引張強さは上に凸の関
係を示し、アルミニウム素線３００の導電率は単調増加を示す。時効工程の温度を１４０
℃未満とすると、アルミニウム素線中でＭｇ２Ｓｉの析出が起こり難く、アルミニウム素
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線の引張強さが充分に向上しない可能性がある。また、アルミニウム素線の導電率が充分
に向上しない可能性がある。これに対して、時効工程の温度を１４０℃以上とすることに
より、アルミニウム素線３００が、Ｍｇ２Ｓｉが析出した状態で硬化し、アルミニウム素
線３００の引張強さを向上させる効果を発現させることができる。また、アルミニウム素
線３００の導電率を所定値以上に向上させることができる。一方、時効工程の温度を１６
０℃超とすると、アルミニウム素線の導電率は向上するものの、Ｍｇ２Ｓｉの析出が短時
間で進行し、アルミニウム素線がオーバーエージングされてしまい、アルミニウム素線の
引張強さが低下してしまう可能性がある。これに対して、時効工程の温度を１６０℃以下
とすることにより、アルミニウム素線３００の導電率を所定値まで向上させつつ、Ｍｇ２

Ｓｉを徐々に析出させてアルミニウム素線３００を硬化することにより、アルミニウム素
線３００の引張強さを安定的に向上させることができる。
【００４７】
　また、時効工程の時間を１０時間未満とすると、Ｍｇ２Ｓｉの析出が不十分となり、ア
ルミニウム素線の引張強さが充分に向上しない可能性がある。また、アルミニウム素線の
導電率が充分に向上しない可能性がある。これに対して、時効工程の時間を１０時間以上
とすることにより、所定量のＭｇ２Ｓｉを析出させて、アルミニウム素線３００の引張強
さを向上させる効果を発現させることができる。また、アルミニウム素線３００の導電率
を所定値以上に向上させることができる。一方、時効工程の時間を１５時間超とすると、
アルミニウム素線の導電率は向上するものの、Ｍｇ２Ｓｉが過度に凝集され、アルミニウ
ム素線がオーバーエージングされてしまう可能性がある。これに対して、時効工程の時間
を１５時間以下とすることにより、アルミニウム素線３００の導電率を所定値まで向上さ
せつつ、Ｍｇ２Ｓｉが過度に凝集されることを抑制し、アルミニウム素線がオーバーエー
ジングされてしまうことを抑制することができる。
【００４８】
（鋼心部形成工程）
　送出機によって第１鋼心層２１０となる１本の心線１００を送り出しながら、撚り線機
によって第１鋼心層２１０の外周を覆うように６本の心線１００を撚り合わせることによ
り、第２鋼心層２２０を形成する。次に、撚り線機によって第２鋼心層２２０の外周を覆
うように１２本の心線１００を撚り合わせることにより、第３鋼心層２３０を形成する。
これにより、鋼心部２００を形成する。
【００４９】
（外部撚線部形成工程）
　次に、撚り線機によって鋼心部２００の外周を覆うように１８本のアルミニウム素線３
００を撚り合わせることにより、第１外部撚線層４１０を形成する。次に、撚り線機によ
って第１外部撚線層４１０の外周を覆うように２４本のアルミニウム素線３００を撚り合
わせることにより、第２外部撚線層４２０を形成する。これにより、鋼心部２００の外側
に外部撚線部４００を形成する。
【００５０】
　以上により、本実施形態に係る送電線１０が製造される。
【００５１】
（３）本実施形態に係る効果
　本実施形態によれば、以下に示す１つ又は複数の効果を奏する。
【００５２】
（ａ）本実施形態によれば、ＭｇおよびＳｉを含有し、残部がＡｌおよび不可避不純物か
らなるアルミニウム素線３００において、ＪＩＳ　Ｃ３００２に準拠した導電率は、従来
の長径間送電線で用いられるＳＩ３３アルミ合金の導電率（５４％ＩＡＣＳ）とほぼ同等
となっており、例えば、５２％ＩＡＣＳ以上である。また、当該アルミニウム素線３００
におけるＪＩＳ　Ｃ３００２に準拠した引張強さは、従来の長径間送電線で用いられるＳ
Ｉ３３アルミ合金の引張強さ（３２４ＭＰａ）より大きくなっており、好ましくは、例え
ば、３５０ＭＰａ以上である。ところで、アルミニウム素線３００の導電率および引張強
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さはトレードオフの関係にあり、これまでアルミニウム素線３００の導電率および引張強
さを両立して向上させることは困難とされていた。しかしながら、本発明者等の鋭意検討
により、上記のように導電率および引張強さを両立して向上させたアルミニウム素線３０
０が初めて実現された。上記のように、アルミニウム素線３００の導電率が５２％ＩＡＣ
Ｓ以上であることにより、本実施形態の送電線１０の（単位長さ当たりの）電気抵抗を従
来の長径間送電線（ＳＩ３３ＡＣＳＲ／ＥＳＴ）の電気抵抗と同等以下とすることができ
、送電線１０の電流容量を従来の長径間送電線の電気容量と同等以上とすることができる
。また、アルミニウム素線３００の引張強さが３２４ＭＰａ超であることにより、本実施
形態の送電線１０の（最大）引張荷重を従来の長径間送電線の引張荷重と同等以上とする
ことができる。
【００５３】
（ｂ）本実施形態によれば、上記の特性を有する送電線１０は、アルミニウム素線３００
を形成する工程の条件を調整することにより実現することができる。例えば、アルミニウ
ム素線３００を形成する工程は、アルミニウム素線３００を伸線した後に、アルミニウム
素線３００に対して、１４０℃以上１６０℃以下の温度で１０時間以上１５時間以下の条
件で時効処理（熱処理）を行う。これにより、現有設備で製造が可能なイ号アルミ合金の
技術で、アルミニウム素線３００の導電率を維持しつつ、アルミニウム素線３００の引張
強さを向上させることができる。その結果、従来の長径間送電線と比較して、電流容量特
性を同等以上としつつ、引張強度特性を向上させた送電線１０を提供することができる。
【００５４】
（ｃ）本実施形態によれば、鋼心部２００の心線１００における被覆部１４０は、Ｍｎを
含有し、残部がＡｌおよび不可避不純物からなっている。被覆部１４０がＭｎを含有する
ことにより、Ａｌ－Ｍｎ系の金属間化合物が形成され、腐食性の不可避不純物の介在粒子
（Ｆｅ等）と結合する。これにより、鋼心部２００の耐食性を向上させることができる。
【００５５】
（ｄ）本実施形態によれば、鋼心部２００の心線１００における被覆部１４０がＭｎを含
有し、心線１００の耐食性が向上していることにより、鋼心部２００には、例えば防食用
のグリスが充填（塗布）されていない。これにより、グリスの油分消失を起因として、送
電線１０の耐食性が低下することを抑制することができる。
【００５６】
　ここで、参考までに、従来の長径間送電線（ＳＩ３３ＡＣＳＲ／ＥＳＴ）のように、鋼
心部および外部撚線部において防食用のグリスが充填（塗布）されている場合について説
明する。グリスの油分は、グリス表面に遮水性の被膜を形成し、ＮａＣｌなどを含んだ電
解質溶液がグリス内に浸透することを抑制する効果を有している。しかしながら、従来の
長径間送電線では、海峡付近などで長年に亘って、グリスを塗布した送電線を使用すると
、グリスの油分が消失し、油分消失後の送電線内部に、電解質溶液が浸透する可能性があ
る。このため、送電線の耐食性（特に鋼心部と接触するアルミニウム素線の耐食性）を保
持することができなくなる可能性がある。これに対して、本実施形態によれば、鋼心部２
００にはグリスが塗布されておらず、鋼心部２００の耐食性は、各々の心線１００に設け
られたＭｎを含む被覆部１４０によって維持される。これにより、グリスの油分消失を起
因として、送電線１０の耐食性が低下することを抑制することができる。
【００５７】
＜本発明の第２実施形態＞
　図２を用い、本発明の第２実施形態について説明する。図２は、本実施形態に係る送電
線の軸方向と直交する断面図である。
【００５８】
　本実施形態は、第１外部撚線層の構成が第１実施形態と異なる。以下、第１実施形態と
異なる要素についてのみ説明し、第１実施形態で説明した要素と実質的に同一の要素には
、同一の符号を付してその説明を省略する。
【００５９】
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（１）送電線の構造
（外部撚線部）
　図２に示されているように、本実施形態の送電線１２では、外部撚線部４０２は、鋼心
部２００の外側に１６本の第１アルミニウム素線３１０が撚り合わされて設けられる第１
外部撚線層４１２と、第１外部撚線層４１２の外側に２４本の第２アルミニウム素線３２
０が撚り合わされて設けられる第２外部撚線層４２０と、を有している。
【００６０】
　第１外部撚線層４１２では、第１アルミニウム素線３１０のそれぞれの断面は、例えば
扇形となっている。第１アルミニウム素線３１０のそれぞれは、径方向に沿った側面を有
している。第１アルミニウム素線３１０は、互いに側面で接し（面接触し）、周方向に並
んで設けられている。これにより、第１外部撚線層４１２において、第１アルミニウム素
線３１０が密に充填されている。
【００６１】
　なお、第２外部撚線層４２０では、第２アルミニウム素線３２０の断面は、円形となっ
ている。
【００６２】
（送電線の特性）
　本実施形態の送電線１２の公称断面積は、例えば、４００ｍｍ２以上５００ｍｍ２以下
であり、本実施形態では、例えば、４６０ｍｍ２である。なお、本実施形態の送電線１２
の外径は、第１実施形態の送電線１０と等しく、例えば、３３．３ｍｍである。
【００６３】
　本実施形態の送電線１２において、ＪＩＳ　Ｃ３００２に準拠した（最大）引張荷重は
、従来の長径間送電線（ＳＩ３３ＡＣＳＲ／ＥＳＴ）の引張荷重（４５６．９ｋＮ）と同
等となっており、例えば、４５０ｋＮ以上である。なお、送電線１２の引張荷重の上限値
については、特に限定されないが、例えば、８５０ｋＮ以下である。
【００６４】
　本実施形態の送電線１２において、ＪＩＳ　Ｃ３００２に準拠した単位長さ当たりの電
気抵抗は、従来の長径間送電線（ＳＩ３３ＡＣＳＲ／ＥＳＴ）の電気抵抗（０．０７２６
Ω／ｋｍ）以下となっている。また、本実施形態の送電線１２の電気抵抗は、第１実施形
態の送電線１０の電気抵抗よりも低い。本実施形態の送電線１２の電気抵抗は、例えば、
０．０７Ω／ｋｍ以下である。なお、送電線１２の単位長さ当たりの電気抵抗の下限値に
ついては、特に限定されないが、例えば、０．０２Ω／ｋｍ以上である。
【００６５】
　本実施形態の送電線１２において、電流容量は、従来の長径間送電線（ＳＩ３３ＡＣＳ
Ｒ／ＥＳＴ）の電流容量と同等以上となっている。また、本実施形態の送電線１２の電流
容量は、第１実施形態の送電線１０の電流容量よりも大きい。例えば、送電線１２の常時
９０℃のときの電流容量は、９００Ａ以上であり、常時１００℃のときの電流容量は、１
０００Ａ以上である。なお、送電線１２の常時９０℃のときの電流容量の上限値、常時１
００℃のときの電流容量の上限値については、特に限定されないが、例えば、それぞれ、
３０００Ａ以下、３５００Ａ以下である。
【００６６】
（２）本実施形態に係る効果
　本実施形態によれば、第１アルミニウム素線３１０のそれぞれは、径方向に沿った側面
を有している。第１アルミニウム素線３１０は、互いに側面で接している（面接触してい
る）。第１外部撚線層４１２において、第１アルミニウム素線３１０が密に充填されてい
る。これにより、第１外部撚線層４１２の断面積における第１アルミニウム素線３１０の
断面積の占める割合を増やすことができる。したがって、本実施形態の送電線１２の引張
荷重を、断面が円形であるアルミニウム素線３００により構成された第１実施形態の送電
線１０の引張荷重よりも大きくすることができる。また、本実施形態の送電線１２の電気
容量を、断面が円形であるアルミニウム素線３００により構成された第１実施形態の送電
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線１０の電気容量よりも大きくすることができる。
【００６７】
＜本発明の他の実施形態＞
　以上、本発明の実施形態および変形例について具体的に説明したが、本発明は上述の実
施形態および変形例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可
能である。
【００６８】
　上述の実施形態では、鋼心部が例えば３層の鋼心層を有する場合について説明したが、
鋼心部は、１～２層の鋼心層、または４層以上の鋼心層を有していてもよい。
【００６９】
　また、上述の実施形態では、外部撚線部が例えば２層の外部撚線層を有する場合につい
て説明したが、外部撚線部が例えば３層以上の外部撚線層を有していてもよい。
【実施例】
【００７０】
（１）アルミニウム素線および心線の製造と性能評価
（実施例１の心線）
　以下の表１に示されているように、実施例１の送電線サンプルの鋼心部に用いられる心
線（特強耐食アルミ覆鋼線）を製造した。具体的には、０．３質量％以上１．０質量％以
下のＭｎを添加したアルミニウム合金の溶湯を鋳造して、鋳塊（鋳造材）を形成した。次
に、鋳塊を熱間圧延することにより、所定のアルミニウム合金からなる荒引き線を形成し
た。次に、熱間押出法によって、荒引き線を用いて、鋼からなる鋼線部にアルミニウム合
金を被覆することにより、複合線材を形成した。得られた複合線材を単頭伸線機によって
冷間伸線し、直径３．７ｍｍの心線を得た。
【００７１】
【表１】

【００７２】
　製造した心線のうち、１０本の心線に対して、ＪＩＳ　Ｃ３００２に準拠して、線径、
引張荷重、引張強さ、伸び、電気抵抗、質量、導電率を計測した。また、当該心線の外観
について評価した。また、被覆部の厚さを拡大投影機により計測した。
【００７３】
　また、心線の片端を固定し、他端を捻回させ、心線が破断するときのねじり回数を求め
た。これにより、心線の靭性を確認した。また、心線の直径の５倍の直径を有する円筒に
心線を８回巻き付け、心線の被覆部が剥がれないかを確認した。また、心線の直径と同一
の直径を有する円筒に８回巻き付けた後、巻き戻した。これにより、心線の靭性を確認し
た。
【００７４】
　その結果、実施例１の心線において、引張強さが１７７０ＭＰａ以上であり、伸びが１
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．５％以上であり、導電率が１１．５％以上であることを確認した。つまり、実施例１の
心線の引張強さは、従来の長径間送電線で用いられる特強亜鉛めっき鋼線の引張強さ（１
７７０ＭＰａ）と同等となっていることを確認した。また、実施例１の心線の外観は良好
であることを確認した。また、実施例１の心線の靭性も良好であることを確認した。また
、実施例１の心線において被覆部の剥がれがないことを確認した。
【００７５】
（実施例１のアルミニウム素線）
　以下の表２に示されているように、実施例１の送電線サンプルの外部撚線部に用いられ
るアルミニウム素線（特別強力イ号アルミ合金線）を製造した。具体的には、所定の純度
を有するアルミニウム地金に、０．４質量％以上０．６質量％以下のＭｇと、０．４質量
％以上０．６質量％以下のＳｉとを添加したアルミニウム合金の溶湯を鋳造して、鋳塊を
形成した。次に、鋳塊を熱間圧延することにより、所定のアルミニウム合金からなる荒引
き線を形成した。次に、荒引き線に対して５００℃の温度で１時間以上１０時間以下の条
件で加熱を行った後、水冷による溶体化処理を施した。次に、荒引き線を単頭伸線機によ
って冷間伸線することにより、直径３．７ｍｍのアルミニウム素線を形成した。その後、
伸線したアルミニウム素線に対して、１５０℃以下の温度で１０時間以上１５時間以下の
条件で時効処理を行った。
【００７６】
【表２】

【００７７】
　製造したアルミニウム素線のうち、１０本のアルミニウム素線に対して、ＪＩＳ　Ｃ３
００２に準拠して、線径、引張荷重、引張強さ、伸び、電気抵抗、質量、導電率を計測し
た。また、アルミニウム素線の外観について評価した。
【００７８】
　その結果、実施例１のアルミニウム素線において、引張強さの実測値が３５０ＭＰａ以
上であり、伸びの実測値が４．０％以上であり、導電率の実測値が５３％以上であること
を確認した。つまり、実施例１のアルミニウム素線において、引張強さは従来の長径間送
電線で用いられるＳＩ３３アルミ合金の引張強さ（３２４ＭＰａ）より大きくなっており
、伸びは従来のＳＩ３３アルミ合金の伸び（３％）より大きくなっており、導電率は従来
のＳＩ３３アルミ合金の導電率（５４％ＩＡＣＳ）とほぼ同等となっていることを確認し
た。また、実施例１のアルミニウム素線の外観は良好であることを確認した。
【００７９】
（実施例２の心線）
　以下の表３に示されているように、実施例２の送電線サンプルの鋼心部に用いられる心
線（耐食アルミ覆鋼線）を製造した。実施例２の心線では、線径が３．９ｍｍである点が
、実施例１の心線と異なる。
【００８０】
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【表３】

【００８１】
　製造した心線のうち、１０本の心線に対して、ＪＩＳ　Ｃ３００２に準拠して、線径、
引張荷重、引張強さ、伸び、電気抵抗、質量、導電率を計測した。また、当該心線の外観
について評価した。また、被覆部の厚さを拡大投影機により計測した。また、実施例１と
同様の方法により、心線の心線の靭性等を確認した。
【００８２】
　その結果、実施例２の心線において、引張強さが１５７０ＭＰａ以上であり、伸びが１
．５％以上であり、導電率が１１．５％以上であることを確認した。つまり、実施例１の
心線の引張強さは、従来の長径間送電線で用いられる特強亜鉛めっき鋼線の引張強さ（１
７７０ＭＰａ）とほぼ同等となっていることを確認した。また、実施例２の心線の外観は
良好であることを確認した。また、実施例２の心線の靭性も良好であることを確認した。
また、実施例２の心線において被覆部の剥がれがないことを確認した。
【００８３】
（実施例２のアルミニウム素線）
　以下の表４に示されているように、実施例２の送電線サンプルの外部撚線部に用いられ
る（第２）アルミニウム素線（特別強力イ号アルミ合金線）を製造した。実施例２のアル
ミニウム素線では、線径が４．０ｍｍである点が、実施例１のアルミニウム素線と異なる
。
【００８４】
【表４】

【００８５】
　製造したアルミニウム素線のうち、１０本のアルミニウム素線に対して、ＪＩＳ　Ｃ３
００２に準拠して、線径、引張荷重、引張強さ、伸び、電気抵抗、質量、導電率を計測し
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【００８６】
　その結果、実施例２のアルミニウム素線において、引張強さの実測値が３５０ＭＰａ以
上であり、伸びの実測値が４．０％以上であり、導電率の実測値が５３％以上であること
を確認した。つまり、実施例２のアルミニウム素線において、引張強さは従来の長径間送
電線で用いられるＳＩ３３アルミ合金の引張強さ（３２４ＭＰａ）より大きくなっており
、伸びは従来のＳＩ３３アルミ合金の伸び（３％）より大きくなっており、導電率は従来
のＳＩ３３アルミ合金の導電率（５４％ＩＡＣＳ）とほぼ同等となっていることを確認し
た。また、実施例２のアルミニウム素線の外観は良好であることを確認した。
【００８７】
（２）送電線サンプルの製造および性能評価
　以下の表５に示されているように、第１実施形態に相当する実施例１の送電線サンプル
を製造した。具体的には、上記した実施例１の心線を１９本の撚り合わせることにより、
鋼心部を形成した。次に、鋼心部の外周を覆うように実施例１のアルミニウム素線を４２
本撚り合わせることにより、外部撚線部を形成した。なお、鋼心部および外部撚線部には
グリスを塗布しなかった。このようにして、実施例１の送電線サンプルを製造した。
【００８８】
　また、以下の表５に示されているように、第２実施形態に相当する実施例２の送電線サ
ンプルを製造した。具体的には、上記した実施例２の心線を１９本の撚り合わせることに
より、鋼心部を形成した。次に、鋼心部の外周を覆うように断面が扇形の第１アルミニウ
ム素線を１６本撚り合わせることにより、第１外部撚線層を形成し、第１外部撚線層の外
周を覆うように実施例２の第２アルミニウム素線を２４本撚り合わせることにより、第２
外部撚線層を形成した。なお、鋼心部および外部撚線部にはグリスを塗布しなかった。こ
のようにして、実施例２の送電線サンプルを製造した。
【００８９】
　また、表５および図３に、従来の長径間送電線サンプルとして、比較例の送電線サンプ
ル（ＳＩ３３ＡＣＳＲ／ＥＳＴ）を示す。
　なお、図３は、比較例に係る送電線の軸方向と直交する断面図である。
　図３に示されているように、比較例の送電線サンプルは、例えば以下のようにして製造
する。特強亜鉛めっき鋼線からなる心線９１０を１９本撚り合わせることにより、鋼心部
９２０を形成する。次に、ＳＩ３３アルミ合金からなるアルミニウム素線９３０を４２本
撚り合わせることにより、外部撚線部９４０を形成する。なお、鋼心部および外部撚線部
にはグリスを塗布する。以下の表５では、このようにして製造された比較例の送電線サン
プルを例示している。
【００９０】
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【表５】

【００９１】
　製造した実施例１の送電線サンプル、実施例２の送電線サンプル、および比較例の送電
線サンプルに対して、質量、弾性係数、線膨張係数、電気抵抗、電気容量、引張荷重を計
測した。
　なお、質量は、電子天秤で測定した。
　また、弾性係数は、以下の方法により計測した。引張試験機に各送電線サンプルを装着
後、引張荷重規格値の６０％まで荷重を印加し、その後、０ｋＮまで除荷する。荷重上昇
または下降時の送電線サンプルの伸びをダイヤルゲージで測定する。これにより、弾性係
数が求められる。なお、送電線サンプルの伸びを測定するときの送電線サンプルの長さは
約２ｍとする。
　また、線膨張係数は、以下の方法により計測した。送電線サンプルに規格値の２０％の
荷重を印加した状態で、通電により送電線サンプルの温度を上昇させる。送電線サンプル
の温度上昇時の送電線サンプルの伸びをダイヤルゲージで測定する。これにより、線膨張
係数が求められる。なお、送電線サンプルの伸びを測定するときの送電線サンプルの長さ
は約２ｍとする。
　また、電気抵抗は、４端子ダブルブリッジ法で測定した。
　また、電流容量は、ＣＩＧＲＥ（Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｎａｌｅ
　ｄｅｓ　Ｇｒａｎｄｓ　Ｒｅｓｅａｕｘ　Ｅｌｅｃｔｒｉｑｕｅｓ　ａ　Ｈａｕｔｅ）
における式で計算した。なお、ＣＩＧＲＥにおける電流容量を求める式は、電気学会技術
報告論文Ｎｏ．６６０「架空送電線の電流容量」に記載されている。
　また、ＪＩＳ　Ｃ３００２に準拠して、引張荷重を計測した。具体的には、送電線サン
プルの両端を引張試験機に把持し、片側の把持ヘッドを油圧で移動させることにより、送
電線サンプルに荷重を印加する。そして、送電線サンプルが破断するまで引っ張る。送電
線サンプルが破断した時の荷重を引張荷重として求める。
【００９２】
　その結果、実施例１の送電線サンプルおよび実施例２の送電線サンプルのそれぞれにお
いて、電気抵抗が０．０７Ω／ｋｍ以下となっており、比較例の送電線サンプルの電気抵
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【００９３】
　また、実施例１の送電線サンプルおよび実施例２の送電線サンプルのそれぞれにおいて
、常時９０℃のときの電流容量が９００Ａ以上となっており、また常時１００℃のときの
電流容量が１０００Ａ以上となっていることを確認した。つまり、実施例１の送電線サン
プルおよび実施例２の送電線サンプルのそれぞれにおける電気容量が、比較例の送電線サ
ンプルの電流容量と同等以上となっていることを確認した。
【００９４】
　また、実施例１の送電線サンプルおよび実施例２の送電線サンプルのそれぞれにおいて
、引張荷重が４５０ｋＮ以上となっており、比較例の送電線サンプルの引張荷重と同等と
なっていることを確認した。なお、実施例２の送電線サンプルにおける心線の引張強さが
比較例の送電線サンプルにおける心線の引張強さよりも小さいものの、実施例２の送電線
サンプルにおけるアルミニウム素線の引張強さが比較例の送電線サンプルにおけるアルミ
ニウム素線の引張強さよりも大きいことにより、実施例２の送電線サンプルの引張荷重を
比較例の送電線サンプルの引張荷重と同等とすることが可能となっていることを確認した
。
【００９５】
（３）弛度
　以下の表６に示されているように、上記した実施例１の送電線サンプル、実施例２の送
電線サンプル、および比較例の送電線サンプルに対して、径間長を９９８ｍとし、最大使
用張力を１３２．４ｋＮとして、連続許容温度９０℃のとき、および短時間許容温度１０
０℃のときのそれぞれにおいて、送電線サンプルの弛度を算定した。
【００９６】
【表６】

【００９７】
　その結果、実施例１の送電線サンプルにおける１００℃のときの弛度は、比較例の送電
線サンプルにおける弛度よりも１．７ｍ小さかった。また、実施例２の送電線サンプルに
おける１００℃のときの弛度は、比較例の送電線サンプルにおける弛度よりも０．４ｍ小
さかった。したがって、実施例１の送電線サンプルおよび実施例２の送電線サンプルでは
、比較例の送電線サンプルよりも弛度を低減できることを確認した。
【００９８】
（４）腐食加速試験
　以下の表７に示されているように、上記した実施例１の送電線サンプル、および実施例
２の送電線サンプルに対して、腐食加速試験を行った。腐食加速試験では、腐食溶液を送
電線サンプルの表面にスプレー塗布し、送電線サンプルに電流を流すことで送電線サンプ
ルを加熱させた。腐食溶液は、海塩および酸性雨を想定し、ＮａＣｌおよびＨ２ＳＯ４の
溶液とし、腐食溶液のｐＨは５とした。また、送電線サンプルの温度は、９０℃に維持し
た。腐食加速試験の期間は４．５ヶ月とした。
【００９９】



(18) JP 6461570 B2 2019.1.30

10

20

30

40

【表７】

【０１００】
【表８】

【０１０１】
　ここで、電気学会技術報告２００４年６月第９６８号「架空送電線の電線腐食現象」ｐ
．１３に記載された一般環境下でのアルミ腐食速度を、表８に示す。表８に示されている
ように、海洋雰囲気におけるアルミの腐食速度は４８μｍ／年である。したがって、海洋
雰囲気における１０年での孔食深さは、４８０μｍとなる。
【０１０２】
　これに対して、表７における腐食加速試験の期間（４．５ヶ月）は、海洋雰囲気の１０
年以上に相当する。表７によれば、実施例１の送電線サンプルおよび実施例２の送電線サ
ンプルのそれぞれにおける各部の孔食深さは、海洋雰囲気の１０年の孔食深さ（４８０μ
ｍ）以下であることを確認した。したがって、実施例１の送電線サンプルおよび実施例２
の送電線サンプルでは、耐食性が良好であることを確認した。
【０１０３】
　以上の実施例１および実施例２のように、従来の長径間送電線（比較例）と比較して、
電流容量特性を同等以上としつつ、引張強度特性および耐食性を向上させた送電線を提供
することができることを確認した。
【符号の説明】
【０１０４】
１０，１２　送電線
１００　心線
１２０　鋼線部
１４０　被覆部
２００　鋼心部
２１０　第１鋼心層
２２０　第２鋼心層
２３０　第３鋼心層
３００　アルミニウム素線
３１０　第１アルミニウム素線
３２０　第２アルミニウム素線
４００，４０２　外部撚線部
４１０，４１２　第１外部撚線層
４２０　第２外部撚線層
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